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	注21	「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択された2015年、アフリカ連合（AU）首脳会合において採択。

2050年には世界の人口の4分の1を占めると言わ
れるアフリカは、若く、希望にあふれる大陸です。豊
富な資源と経済市場としての高い潜在性を有してお
り、ダイナミックな成長が期待されています。一方、
貧困、脆

ぜい

弱な保健システム、テロ・暴力的過激主義の
台頭など、様々な課題にも直面しています。
こうした課題に対応するため、アフリカ諸国は、ア
フリカ自身の開発アジェンダである「アジェンダ
2063」注21 に基づき、持続可能な開発に取り組んで
います。ロシアによるウクライナ侵略など国際社会の
根幹を揺るがす動きが続き、これまで以上に国際社会
が一致して対応することが重要になる中で、国際社会
におけるアフリカの位置付けも大きく変化し、アフリ
カは国際社会における主要なプレーヤーとして、その
重要性と発言力はますます高まっています。このた
め、アフリカ諸国との協力を一層推進していく必要が
あります。

日本の取組
日本はアフリカ開発会議（TICAD）解説などを通じ

て、長年にわたり、アフリカの持続可能な開発に貢献
しています。2022年8月にチュニジアで開催された
TICAD	8において、日本は、「人への投資」、「成長の
質」を重視し、グリーン投資、投資促進、開発金融、
保健・公衆衛生、人材育成、地域の安定化、食料安全
保障に取り組むこと、また、産業、保健・医療、教
育、農業、司法・行政等の幅広い分野での人材育成を
行っていくことを表明し、着実に実施しています。
日本は、アフリカの「声」を直接聞くことを重視し
ています。G7広島サミットの直前となる2023年4
月29日から5月3日にかけて、岸田総理大臣はアフ
リカの東西南北の主要国であるエジプト、ガーナ、ケ
ニア、モザンビークを訪問し、各国が直面する様々な
課題に耳を傾けました。G7広島サミットでは、アフ
リカ連合（AU）議長国のコモロを招待した上で、ア
フリカ歴訪での成果をサミットでの真剣な議論につな
げました。7月31日から8月3日には、林外務大臣

（当時）が、南アフリカ、ウガンダおよびエチオピア
を訪問し、日本による長年の支援やさらなる連携強化
について意見交換しました。
8月26日には、TICADが立ち上げられてから30
年になることを記念して、TICAD	30周年行事
「TICAD	30年の歩みと展望」を東京で開催し、
TICADのこれまでの歩みと今後の展望について活発
な意見交換が行われました。

2023年8月にTICAD	30周年を記念して行われた「TICAD	30年の
歩みと展望」のパネルディスカッション3「TICADの将来」の様子

2024年には東京でTICAD閣僚会合が、2025年
には横浜でTICAD	9が開催されることが決定してい
ます。日本は、アフリカと「共に成長するパートナー」
として、「人」に注目した日本らしいアプローチで取
組を推進し、アフリカ自身が目指す強靭

じん

なアフリカを
実現していきます。

 ■経済
TICAD	8において、日本は新型コロナウイルス感

染症、ウクライナ情勢等による食料・エネルギー分野
等における影響からのより良い回復を実現し、人々の
生活を守るため、自由で開かれた国際経済システムを
強化するとともに、各国のグリーン成長を支援し、強
靭で持続可能なアフリカの実現を目指していくこと、
また、活力ある若者に焦点を当て、民間企業・スター
トアップの進出を後押ししていくことを表明し、その
実現に取り組んでいます。
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質の高い成長の実現に向けた「人への投資」とし
て、日本はこれまでビジネスの推進に貢献する産業人
材の育成を行ってきており、ABEイニシアティブで
は、これまでに6,700人を超えるアフリカの若者に
対し、研修の機会を提供しています（ABEイニシア
ティブについては、139ページの第Ⅴ部1（6）およ
び143ページの第Ⅴ部2（2）アを参照）。産業人材
のほかにも、技術協力を通じたICT人材の育成や、
「Project	NINJA」注22 によるスタートアップ・起業
家支援なども行っています（ルワンダにおけるABE
イニシアティブ修了生の活躍については36ページの
「国際協力の現場から」、タンザニアにおける養蜂分野
での取組については27ページの「匠の技術、世界へ」
を参照）。
また、連結性の強化に向け、3重点地域 注23 を中
心に、「質の高いインフラ」投資の推進にも取り組ん
でいます。デジタル・トランスフォーメーション
（DX）を活用し、インフラ整備やワンストップ・ボー
ダーポスト（OSBP）等を通じた物流の改善や、世界
税関機構（WCO）と協力して国境管理や関税等徴収
の分野での能力構築支援などを実施しています。
ロシアによるウクライナ侵略の長期化により、食
料・肥料・エネルギー価格が高騰し、アフリカにおけ
る食料危機が深刻化していることを受け、2022年7
月、アフリカ諸国に対して約1.3億ドルの食料支援を
決定しました。また、中長期的な食料生産能力の強化
のため、コメの生産量の倍増に向けた支援やアフリカ
開発銀行（AfDB）の緊急食糧生産ファシリティへの
約3億ドルの協調融資、今後3年間で20万人の農業
人材育成を目指した能力強化支援などを行っていま
す。日本は、食糧援助等の短期的支援と、農業生産能
力向上等の中長期的支援の双方を通じて、引き続きア
フリカの食料安全保障強化に貢献していきます。

 ■社会
TICAD	8では、人間の安全保障、SDGs、「アジェ
ンダ2063」を踏まえ、顕在化した格差の是正と質の
高い生活環境の実現を目指していくことを表明しまし

	注22	 144ページの注23を参照。
	注23	 東アフリカ・北部回廊、ナカラ回廊、西アフリカ成長の環にわたる3地域。
	注24	 73ページの用語解説を参照。
	注25	 71ページの注66を参照。
	注26	 ウガンダ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、チュニジア、ベナン、マラウイ、南スーダン。

た。
感染症対策は引き続きアフリカの大きな課題です。
日本は、COVAXファシリティ 注24 への財政的貢献
や、コールド・チェーン 注25 整備等のラスト・ワ
ン・マイル支援、ワクチン接種に対する忌避感情改善
のための取組、ワクチンの域内製造・供給・調達支援
など、包括的かつきめ細かい日本らしい取組を進めて
います。また、感染症を含む公衆衛生上の脅威に対応
するため、アフリカ7か国 注26 に対し、国連児童基
金（UNICEF）を通じてデジタルを活用した予防接種
情報管理体制を整備するための支援も実施していま
す。さらに、感染症対策の拠点となる現場への支援を
強化すべく、アフリカ疾病対策センター（CDC）な
どとも連携しながら、医療人材の育成にも取り組んで
います。
TICAD	8の機会に発表したグローバルファンドに
対する最大10.8億ドルのプレッジ（供与の約束）を
始めとする国際機関等を通じた支援や二国間支援を通
じ、日本は、引き続きアフリカにおける保健システム
の強化に取り組んでいます。また、将来の公衆衛生危
機に対する予防・備え・対応（PPR）も念頭に、「誰
の健康も取り残さない」という信念の下、アフリカに
おけるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）
の達成に向け貢献しています。

日本の無償資金協力で建設されたベナンのコトヌ漁港の環境改善に向
け、ごみ箱の設置を現地NGOスタッフと検討するJICA海外協力隊
員（写真：JICA）

119日本の国際協力

8   アフリカ地域	｜		

ア
フ
リ
カ
地
域

第第
ⅣⅣ
部部

8



経済成長には、成長の担い手となる「人づくり」が
重要であり、若者や女性を含め、質の高い教育へのア
クセス向上に取り組んでいます。日本は、TICAD	8
でSTEM教育 注27 を含む質の高い教育を900万人に
提供すること、400万人の女子の教育アクセスを改
善することを表明し、技術協力等を通じて就学促進、
包摂性の向上、給食の提供等に取り組んできていま
す。例えば、学校、保護者、地域社会と協働してこど
もの学習環境を改善する「みんなの学校プロジェク
ト」 注28 は、2004年の開始以降、アフリカ9か国
の約7万校の小中学校に広がっています（ケニアにお
ける障害児支援については86ページの「案件紹介」
を参照）。
アフリカでは、急速に進む都市化に伴う様々な課題
への対応も急務となっています。日本は、「アフリカ
のきれいな街プラットフォーム」注29 の下、廃棄物管
理を通じた公衆衛生の改善を推進するとともに、
JICA-JAXA熱帯林早期警戒システム（JJ-FAST）に
よる森林の定期監視を行うなど、気候変動対策を含む
環境問題にも取り組んでいます（エチオピアでの廃棄
物管理における支援については、66ページの「匠の
技術、世界へ」、ウガンダにおける緑化を通した強靱
なコミュニティづくりへの取組については122ペー
ジの「案件紹介」を参照）。

アフリカ10か国からの参加者が、チュニジアで廃棄物管理・都市衛
生に関する第三国研修に参加し、回収した木材を堆肥にする施設を視
察する様子（写真：JICA）

	注27	 79ページの注76を参照。
	注28	 79ページの注77を参照。
	注29	 67ページの用語解説を参照。

アンゴラ「母子健康手帳を通じた母子保健サービス向上プロジェクト」
において豊田通商株式会社現地法人CFAO	Motors	Angola,	S.A.か
ら提供された母子健康手帳寄贈式の様子（写真：JICA）

 ■平和と安定
TICAD	8において、日本は、人間の安全保障およ

び平和と安定を阻害する根本原因にアプローチする
「アフリカの平和と安定に向けた新たなアプローチ
（NAPSA）」解説の下、経済成長・投資や生活向上の前
提となる平和と安定の実現に向けて、アフリカ自身の
取組を後押ししていくことを表明し、その実現に着実
に取り組んでいます。
平和で安定した社会や持続可能な成長は、法の支配
があって初めて成し遂げることができます。日本は、
法の支配に関連してアフリカ自身の取組を後押しする
具体的協力として、警察官への研修や国境管理支援等
を行っています。加えて、司法・行政分野の制度構
築、ガバナンス強化のための人材育成、公正で透明な
選挙の実施や、治安確保に向けた支援などを行ってい
ます。平和と安定の礎となる行政と住民の間の相互理
解・協力関係を促進するため、コミュニティ・レベル
で行政と住民が協働する取組支援も行っています。
また、日本は、アフリカ自身の仲介・紛争予防努力
を、アフリカのPKO訓練センターにおけるPKO要員
の能力強化やアフリカ連合（AU）等の地域機関への
支援を通じて後押ししています。2008年以降、アフ
リカ15か国内のPKO訓練センター等が裨

ひ

益するプロ
ジェクトに対し1.1億ドル以上の支援を行い、60人
以上の日本人講師を派遣し、施設の訓練能力強化や研
修の実施などを支援しています。また、PKO要員へ
の支援枠組みである「国連三角パートナーシップ・プ
ログラム（TPP）」を拡充し、AUが主導する平和支
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援活動に派遣される要員への訓練を実施するために、
約850万ドルを拠出することを決定しました。2023
年9月、岸田総理大臣は、国連総会での一般討論演説
において平和の担い手への支援を拡充する旨を述べま
した。
サヘル地域においては、NAPSAの下、サヘル諸国
の行政制度の脆

ぜい

弱性に焦点を当てながら、治安維持能
力強化につながる機材の提供、制度構築に携わる人材
育成、若者の職業訓練・教育機会の提供、PKO人材
の育成強化などを通じて、同地域の平和と安定に貢献
しています。例えば、サヘル地域の安定のため、国連
開発計画（UNDP）を通じてリプタコ・グルマ地
域 注30 住民に対する支援を行うなど行政サービスの
改善に向けた取組を実施しており、コミュニティの基
盤強化に貢献しています。
南スーダンにおいて日本は、2011年の独立以来、
同国の国造りを支援しています。現在は、国際連合平
和維持活動等に対する協力に関する法律（PKO法）
に基づき、国連南スーダン共和国ミッション
（UNMISS）に対し、司令部要員として自衛官を派遣
しています。日本は、東アフリカの地域機構である政
府間開発機構（IGAD）などを通じて、南スーダン自

	注30	 テロ攻撃が頻発しているニジェール、ブルキナファソ、マリの3か国国境地帯。

身のイニシアティブである和平プロセスへの支援も
行っており、インフラ整備や人材育成支援、食糧援助
などの支援と並んで、南スーダンにおける平和の定着
と経済の安定化に大きな役割を果たしています（南
スーダンにおける水分野への支援については76ペー
ジの「案件紹介」を参照）。
また、国民の融和、友好と結束を促進するため、南
スーダンの青年・スポーツ省による国民体育大会「国
民結束の日」の開催への支援を第1回大会（2016年）
から毎年行っています。2023年は3月から4月にか
けて第7回大会が開催され、全国を代表する17歳未
満の336人が参加しました。また、7月には「スポー
ツを通じた平和促進プロジェクト」の一環で、南スー
ダンの青年・スポーツ省、一般教育・指導省などから
計13人を日本に招聘

へい

し、競技の視察や教育機関への
訪問を含む研修を実施しました。参加者は視察先での
体験や意見交換などを通じて、人々の融和、人材育成
等に対するスポーツの力を再認識しました。今後も平
和の定着を同国の国民が実感し、再び衝突が繰り返さ
れないように、国際社会が協力して南スーダンの平和
の定着を支援していくことが重要です。

用語解説
アフリカ開発会議（TICAD：Tokyo	International	Conference	on	African	Development）
1993年に日本が立ち上げたアフリカ開発に関する首脳級の国際会議。国連、国連開発計画（UNDP）、世界銀行、アフリカ連合委員会
（AUC）との共催により、アフリカ開発におけるアフリカ諸国の「オーナーシップ」と国際社会による「パートナーシップ」の理念を具現化
するもの。2022年8月には、チュニジアでTICAD	8が開催され、20名の首脳級を含むアフリカ48か国が参加。

アフリカの平和と安定に向けた新たなアプローチ（NAPSA：New	Approach	for	Peace	and	Stability	in	Africa）
2019年8月に横浜で開催されたTICAD	7において、日本が提唱した新たなアプローチ。アフリカのオーナーシップの尊重および紛争やテ
ロなどの根本原因に対処するとの考えの下、アフリカ連合（AU）や地域経済共同体（RECs）などによる紛争の予防、調停、仲介といった
アフリカ主導の取組、制度構築・ガバナンス強化、若者の過激化防止対策や地域社会の強靱化に向けた支援を行うもの。2022年8月の
TICAD	8でも、日本はNAPSAの下、経済成長・投資や生活向上の前提となる平和と安定の実現に向けたアフリカ自身の取組を後押しして
いくことを示した。
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東アフリカ、ウガンダの北部では1980年代から約20年
間続いた紛争により、インフラ開発が著しく立ち遅れ、他地
域との格差が課題となっています。また、寛容な難民受入れ
政策の下、南スーダンなど周辺国から大量の難民を受け入れ
る中、難民が燃料として周辺の森林を伐採するなどして、環
境への負荷も懸念されています。
そこで、特定非営利活動法人道

みち

普
ぶ

請
しん

人
びと

は、北部2県（グル
県、キトゥグム県）を対象に、住民の生計向上と地域の強靱

じん

性強化を通してコミュニティの活性化を支援しています。
「自分たちでできるイ
ンフラ整備・環境保
全」を目標に掲げ、
（1）土のう工法を用
いた農村道路整備活
動、（2）住民主体の
育苗場の設置と植林を
通した緑地面積の回
復、（3）薪燃料の使

用量を70％減少できる「省エネ型かまど」の作成を実施し
ています。併せて、小学生への環境教育、生理用品作成など
の女子学生支援にも取り組んでいます。
土のう工法については、年間150人の訓練生に技術移転
を行い、若者の雇用につなげるとともに、団体として地元政
府に登録することによって活動を継続できるシステム作りも
支援しています。グル
県 で は、 こ れ ま で
560メートルの農道
補修が行われました。
住民主体の苗木生産も
進んでおり、住民全体
を巻き込んだ植林イベ
ントを通し、今後、年
間10ヘクタールの緑
化を目指しています。
また、331基のかまど作成が完了し、世帯での実用化が始
まっています。

土のう工法を用いた農道補修訓練（写
真：特定非営利活動法人道普請人）

訓練生と今後の活動の継続性について
話し合う日本人職員（写真：特定非営
利活動法人道普請人）

12

住民と共に行う地域の強靱性強化
ウガンダ北部における道路インフラ整備・地域の緑化を通した
強靭なコミュニティづくり

日本NGO連携無償資金協力（2023年3月～2024年3月）
ウガンダ

案件紹介案件紹介
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図表Ⅳ図表Ⅳ 二国間政府開発援助の地域別実績（2022年）
（単位：百万ドル）

順
位

援助形態

国名 
または地域名

二国間政府開発援助

贈　　与
計

政府貸付等
（A）－（B） 合計 

（支出純額）
合計 

（支出総額）無償資金 
協力

国際機関等 
経由 技術協力 貸付実行額 

（A）
回収額 
（B）

アジア地域合計 342.16 222.96 477.57 1,042.69 9,954.64 4,471.12 5,483.52 6,526.20 10,997.33

東アジア地域合計 193.24 92.22 290.92 576.38 3,466.51 2,983.08 483.43 1,059.80 4,042.89

（ASEAN計）＊1 182.52 66.62 252.64 501.77 3,455.91 2,345.95 1,109.96 1,611.73 3,957.68

1 フィリピン 7.83 26.67 64.13 98.63 1,369.49 388.72 980.78 1,079.41 1,468.13

2 タイ 5.46 0.38 26.23 32.07 585.55 277.95 307.59 339.66 617.62

3 インドネシア 26.68 6.70 47.20 80.58 510.57 1,029.69 -519.12 -438.53 591.15

4 カンボジア 69.91 2.55 31.02 103.48 394.14 11.87 382.27 485.75 497.62

5 ベトナム 33.92 4.07 37.78 75.77 311.03 555.49 -244.46 -168.69 386.80

6 ミャンマー 14.17 22.92 16.30 53.38 267.14 － 267.14 320.52 320.52

7 ラオス 24.07 2.13 22.19 48.38 17.98 5.85 12.13 60.52 66.37

8 モンゴル 5.56 － 20.06 25.62 5.46 28.38 -22.93 2.69 31.08

9 東ティモール 5.16 0.46 10.51 16.14 5.14 1.77 3.37 19.51 21.28

10 マレーシア 0.48 1.20 7.79 9.47 － 76.38 -76.38 -66.91 9.47

11 中国 － － 0.75 0.75 － 606.98 -606.98 -606.23 0.75

12 ※ブルネイ － － 0.01 0.01 － － － 0.01 0.01

東アジアの 
複数国向け＊2 － 25.14 6.96 32.10 － － － 32.10 32.10

南西アジア地域合計 105.74 85.50 153.38 344.62 6,321.89 1,302.37 5,019.52 5,364.14 6,666.51

1 インド 3.11 5.17 57.22 65.49 3,801.63 896.48 2,905.15 2,970.64 3,867.12

2 バングラデシュ 23.18 21.67 38.06 82.91 2,291.73 91.63 2,200.11 2,283.02 2,374.65

3 ネパール 19.59 2.96 14.19 36.74 117.92 7.91 110.00 146.74 154.65

4 スリランカ 12.54 6.94 13.70 33.18 80.55 75.92 4.64 37.81 113.73

5 パキスタン 29.42 24.63 16.57 70.62 4.54 228.21 -223.67 -153.05 75.16

6 ブータン 7.21 1.15 9.82 18.17 25.52 1.31 24.21 42.39 43.70

7 モルディブ 10.69 3.46 2.69 16.84 － 0.92 -0.92 15.92 16.84

南西アジアの 
複数国向け＊3 － 19.54 1.13 20.67 － － － 20.67 20.67

中央アジア・ 
コーカサス地域合計 42.78 16.35 26.50 85.63 83.19 123.79 -40.59 45.04 168.83

1 ウズベキスタン 2.54 6.31 8.27 17.12 82.62 40.45 42.17 59.29 99.75

2 タジキスタン 19.56 5.33 5.07 29.96 － － － 29.96 29.96

3 キルギス 18.22 0.82 8.30 27.35 0.57 8.16 -7.59 19.76 27.92

4 ジョージア 0.76 1.12 1.98 3.87 － 6.59 -6.59 -2.73 3.87

5 アゼルバイジャン 0.59 0.89 0.79 2.27 － 26.66 -26.66 -24.39 2.27

6 アルメニア 0.82 0.90 0.52 2.24 － 8.54 -8.54 -6.30 2.24

7 カザフスタン 0.21 0.97 0.87 2.06 － 31.72 -31.72 -29.67 2.06

8 トルクメニスタン 0.07 － 0.34 0.42 － 1.66 -1.66 -1.25 0.42

中央アジア・ 
コーカサスの 
複数国向け

－ － 0.36 0.36 － － － 0.36 0.36

アジアの複数国向け＊4 0.39 28.89 6.77 36.05 83.05 61.88 21.17 57.22 119.10

大洋州地域合計 89.55 4.19 32.62 126.37 123.59 14.61 108.98 235.35 249.96

1 フィジー 4.36 － 4.49 8.85 76.09 0.92 75.16 84.02 84.94

2 パプアニューギニア 9.96 1.21 6.70 17.87 39.61 10.49 29.12 46.99 57.48

3 ソロモン諸島 26.92 － 2.17 29.09 － － － 29.09 29.09

4 パラオ 5.31 － 5.91 11.22 7.89 0.48 7.41 18.63 19.11

5 ミクロネシア連邦 15.19 － 0.43 15.63 － － － 15.63 15.63

6 トンガ 5.40 2.05 4.38 11.84 － － － 11.84 11.84

7 マーシャル諸島 10.77 － 0.89 11.67 － － － 11.67 11.67

8 サモア 1.74 － 2.15 3.89 － 1.52 -1.52 2.38 3.89

9 キリバス 2.68 － 0.34 3.02 － － － 3.02 3.02

	 8	 アフリカ地域
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順
位

援助形態

国名 
または地域名

二国間政府開発援助

贈　　与
計

政府貸付等
（A）－（B） 合計 

（支出純額）
合計 

（支出総額）無償資金 
協力

国際機関等 
経由 技術協力 貸付実行額 

（A）
回収額 
（B）

10 ツバル 2.53 － 0.02 2.55 － － － 2.55 2.55

11 バヌアツ 0.63 － 1.69 2.31 － 1.20 -1.20 1.12 2.31

12 ナウル 1.74 － 0.00 1.74 － － － 1.74 1.74

13 ※クック諸島 1.22 － 0.00 1.22 － － － 1.22 1.22

14 ニウエ 0.91 － 0.00 0.91 － － － 0.91 0.91

15 ［トケラウ］ － － 0.00 0.00 － － － 0.00 0.00

大洋州の 
複数国向け 0.18 0.93 3.45 4.56 4.56 4.56

中南米地域合計 60.47 31.45 111.42 203.33 713.93 222.12 491.81 695.15 917.27

1 ドミニカ共和国 0.33 － 7.47 7.80 193.85 3.27 190.59 198.39 201.66

2 コロンビア 0.92 － 2.22 3.14 139.15 － 139.15 142.29 142.29

3 パナマ 0.21 0.73 3.46 4.40 113.27 23.47 89.80 94.21 117.68

4 ホンジュラス 8.03 － 4.22 12.25 87.98 － 87.98 100.24 100.24

5 ブラジル 0.50 － 15.43 15.93 70.61 77.64 -7.03 8.90 86.54

6 エクアドル 1.49 － 5.33 6.82 37.58 3.23 34.35 41.18 44.40

7 エルサルバドル 2.06 － 7.27 9.33 30.98 20.40 10.58 19.91 40.31

8 ボリビア 20.20 － 6.41 26.61 0.14 － 0.14 26.75 26.75

9 メキシコ 0.04 － 8.52 8.56 16.49 2.02 14.47 23.03 25.05

10 パラグアイ 0.75 － 4.63 5.38 14.64 27.61 -12.97 -7.59 20.02

11 グアテマラ 3.06 0.06 6.73 9.85 － 9.86 -9.86 -0.01 9.85

12 セントルシア 7.72 － 1.29 9.01 － － － 9.01 9.01

13 ペルー 0.61 － 5.08 5.69 1.07 38.57 -37.50 -31.82 6.76

14 ハイチ 5.55 － 0.25 5.80 － － － 5.80 5.80

15 ドミニカ国 5.28 － － 5.28 － － － 5.28 5.28

16 コスタリカ 0.09 － 0.72 0.82 4.17 13.66 -9.49 -8.68 4.99

17 ベネズエラ 0.63 3.91 0.18 4.72 － － － 4.72 4.72

18 ニカラグア 0.61 － 3.43 4.04 0.46 － 0.46 4.50 4.50

19 キューバ 0.27 0.05 4.07 4.38 － － － 4.38 4.38

20 ※チリ 0.33 － 3.70 4.03 － 0.77 -0.77 3.26 4.03

21 アルゼンチン 0.23 － 3.27 3.50 － 1.34 -1.34 2.17 3.50

22 ジャマイカ 0.60 － 0.86 1.45 1.31 － 1.31 2.76 2.76

23 ※トリニダード・
トバゴ － － 1.27 1.27 － － － 1.27 1.27

24 ベリーズ 0.45 － 0.48 0.94 － － － 0.94 0.94

25 セントビンセント － － 0.84 0.84 － － － 0.84 0.84

26 ※ウルグアイ 0.27 － 0.27 0.54 － － － 0.54 0.54

27 スリナム 0.21 － － 0.21 － － － 0.21 0.21

28 ※バルバドス － － 0.13 0.13 － － － 0.13 0.13

29 ガイアナ 0.02 － 0.05 0.08 － － － 0.08 0.08

30 ※アンティグア・
バーブーダ － － 0.02 0.02 － － － 0.02 0.02

31 グレナダ － － 0.01 0.01 － － － 0.01 0.01

32 ※セントクリスト
ファー・ネービス － － 0.01 0.01 － － － 0.01 0.01

中南米の 
複数国向け 26.70 13.77 40.47 2.22 0.28 1.94 42.41 42.69

欧州地域合計 28.62 126.43 15.71 170.75 648.72 54.89 593.83 764.58 819.47

1 ウクライナ 21.09 108.12 3.90 133.10 593.63 15.87 577.77 710.87 726.74

2 セルビア 0.45 1.01 2.29 3.75 45.61 23.97 21.65 25.40 49.37

3 モルドバ 5.01 13.39 1.06 19.46 9.23 － 9.23 28.69 28.69

4 コソボ 0.34 0.70 3.58 4.62 － － － 4.62 4.62

5 アルバニア 0.62 0.93 2.28 3.83 0.15 5.36 -5.20 -1.37 3.98

6 ボスニア・ 
ヘルツェゴビナ 0.23 1.87 0.43 2.54 0.09 5.71 -5.63 -3.09 2.62
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位

援助形態

国名 
または地域名

二国間政府開発援助

贈　　与
計

政府貸付等
（A）－（B） 合計 

（支出純額）
合計 

（支出総額）無償資金 
協力

国際機関等 
経由 技術協力 貸付実行額 

（A）
回収額 
（B）

7 北マケドニア 0.65 － 1.00 1.65 － 3.98 -3.98 -2.33 1.65

8 モンテネグロ 0.10 － 0.51 0.61 － － － 0.61 0.61

9 ベラルーシ 0.12 0.41 0.03 0.57 － － － 0.57 0.57

欧州の複数国向け＊5 － － 0.62 0.62 － － － 0.62 0.62

中東・北アフリカ 
地域合計 52.03 315.98 74.08 442.10 1,913.04 641.90 1,271.15 1,713.24 2,355.14

1 イラク 0.35 16.70 5.87 22.92 753.65 179.47 574.18 597.09 776.56

2 エジプト 3.55 4.70 16.43 24.68 430.62 160.08 270.54 295.22 455.29

3 トルコ 0.50 1.82 0.91 3.22 431.68 113.79 317.89 321.12 434.91

4 アフガニスタン 5.07 141.62 9.98 156.67 － － － 156.67 156.67

5 ヨルダン 9.98 7.25 5.54 22.77 114.13 51.05 63.08 85.86 136.90

6 モロッコ 0.15 － 4.72 4.87 123.37 71.45 51.92 56.79 128.24

7 チュニジア 4.84 1.45 5.74 12.02 56.62 53.09 3.53 15.54 68.64

8 ［パレスチナ］ 17.39 29.51 16.75 63.65 － － － 63.65 63.65

9 シリア 1.29 41.86 1.75 44.90 － － － 44.90 44.90

10 イラン 0.98 24.90 3.99 29.86 － 4.62 -4.62 25.24 29.86

11 イエメン 0.76 28.79 0.14 29.69 － － － 29.69 29.69

12 レバノン 0.94 11.52 0.22 12.68 － 2.65 -2.65 10.03 12.68

13 リビア － 3.03 0.03 3.06 － － － 3.06 3.06

14 アルジェリア 0.17 1.40 0.55 2.12 － 0.61 -0.61 1.51 2.12

15 ※サウジアラビア － － 0.83 0.83 － － － 0.83 0.83

16 ※アラブ首長国連邦 － － 0.00 0.00 － － － 0.00 0.00

17 ※バーレーン － － 0.00 0.00 － － － 0.00 0.00

（中東計）＊6 37.26 303.96 45.97 387.20 1,299.46 351.58 947.88 1,335.08 1,686.66

（北アフリカ計）＊7 8.70 10.57 27.47 46.74 610.60 285.24 325.37 372.11 657.34

中東・北アフリカの 
複数国向け＊8 6.06 1.45 0.64 8.16 2.98 5.08 -2.11 6.05 11.14

サブサハラ・アフリカ
地域合計 354.71 343.84 316.41 1,014.96 662.47 111.78 550.69 1,565.65 1,677.43

1 ケニア 9.36 10.41 42.81 62.58 181.45 58.31 123.13 185.72 244.03

2 コートジボワール 32.70 0.12 8.36 41.18 99.77 － 99.77 140.94 140.94

3 モザンビーク 30.76 7.04 15.28 53.07 53.44 2.27 51.17 104.24 106.51

4 セネガル 19.97 2.29 20.49 42.76 49.48 0.23 49.25 92.00 92.24

5 マダガスカル 16.56 5.07 10.57 32.20 49.65 － 49.65 81.85 81.85

6 ルワンダ 28.46 3.68 16.54 48.68 18.80 － 18.80 67.48 67.48

7 ガーナ 34.64 11.00 16.02 61.66 0.31 － 0.31 61.97 61.97

8 エチオピア 17.40 24.17 13.74 55.31 1.89 － 1.89 57.20 57.20

9 ウガンダ 5.13 2.31 12.81 20.24 22.54 12.25 10.28 30.53 42.78

10 タンザニア 10.35 1.07 9.36 20.78 11.80 8.95 2.85 23.63 32.58

11 ソマリア － 29.16 1.28 30.45 － － － 30.45 30.45

12 ナイジェリア 2.44 19.89 7.72 30.05 － 4.34 -4.34 25.71 30.05

13 ブルキナファソ 9.61 15.09 5.10 29.79 － － － 29.79 29.79

14 ジブチ 18.12 0.70 9.48 28.31 － － － 28.31 28.31

15 マラウイ 9.20 9.24 8.80 27.24 － － － 27.24 27.24

16 カメルーン 6.74 11.06 6.09 23.88 1.55 1.76 -0.20 23.68 25.44

17 シエラレオネ 6.23 12.04 6.42 24.69 － － － 24.69 24.69

18 ギニア 17.91 3.52 2.88 24.31 － － － 24.31 24.31

19 コンゴ民主共和国 4.82 6.34 10.81 21.96 － － － 21.96 21.96

20 南スーダン 6.64 5.53 7.38 19.55 － － － 19.55 19.55

21 ザンビア 0.66 1.13 12.13 13.93 3.29 － 3.29 17.21 17.21

22 ブルンジ 8.38 5.54 1.23 15.14 － － － 15.14 15.14

23 スーダン 6.78 0.03 6.65 13.47 － － － 13.47 13.47

24 チャド 2.28 10.82 0.09 13.19 － － － 13.19 13.19
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国名 
または地域名

二国間政府開発援助
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計

政府貸付等
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協力

国際機関等 
経由 技術協力 貸付実行額 

（A）
回収額 
（B）

25 ニジェール 4.34 5.58 2.89 12.81 － － － 12.81 12.81

26 モーリタニア 8.12 － 1.79 9.91 － － － 9.91 9.91

27 ジンバブエ 3.37 1.90 3.42 8.69 － － － 8.69 8.69

28 モーリシャス 4.35 － 1.27 5.63 2.93 2.51 0.42 6.05 8.56

29 ボツワナ 0.18 0.40 2.04 2.62 4.95 3.59 1.36 3.98 7.58

30 中央アフリカ － 7.05 0.03 7.08 － － － 7.08 7.08

31 カーボベルデ 4.58 0.23 0.26 5.06 1.67 2.58 -0.91 4.16 6.73

32 ガンビア 6.29 － 0.18 6.47 － － － 6.47 6.47

33 リベリア 1.90 1.89 2.19 5.98 － － － 5.98 5.98

34 マリ 0.14 4.12 1.35 5.61 － － － 5.61 5.61

35 アンゴラ 0.97 1.71 2.79 5.47 － － － 5.47 5.47

36 コモロ 2.28 3.10 0.05 5.43 － － － 5.43 5.43

37 ナミビア 0.38 3.26 1.77 5.41 － － － 5.41 5.41

38 トーゴ 4.49 － 0.91 5.40 － － － 5.40 5.40

39 ベナン 2.24 1.01 1.98 5.23 － － － 5.23 5.23

40 南アフリカ 0.10 － 4.97 5.07 － － － 5.07 5.07

41 コンゴ共和国 － 4.59 0.33 4.92 － － － 4.92 4.92

42 レソト 0.47 3.67 0.36 4.50 － － － 4.50 4.50

43 ギニアビサウ － 3.67 0.20 3.87 － － － 3.87 3.87

44 エスワティニ 0.05 2.53 1.11 3.68 － 1.53 -1.53 2.15 3.68

45 ガボン 0.41 － 2.85 3.27 － － － 3.27 3.27

46 サントメ・ 
プリンシペ 2.11 － 0.05 2.15 － － － 2.15 2.15

47 赤道ギニア 0.08 0.70 0.01 0.78 － － － 0.78 0.78

48 エリトリア － － 0.53 0.53 － － － 0.53 0.53

49 ※セーシェル － － 0.07 0.07 － － － 0.07 0.07

サブサハラ・アフリカ 
の複数国向け＊9 2.71 101.20 30.96 134.87 158.96 13.44 145.51 280.39 293.83

複数地域にまたがる 
援助等 39.12 1248.16＊10 1,340.82 2,628.10 4.04 － 4.04 2,632.14 2,632.14

合計 966.66 2,293.02 2,368.63 5,628.30 14,020.44 5,516.41 8,504.02 14,132.33 19,648.74

（注）
・順位は支出総額の多い順。
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［－］は、実績が全くないことを示す。
・ここでいう「無償資金協力」は、日本が実施している援助形態としての無償資金協力ではない。
・複数国向け援助とは、調査団の派遣やセミナー等、複数の国にまたがる援助を含む。
・複数地域にまたがる援助等とは、地域・国を特定しない国際機関等経由贈与や調査・研究等の技術協力など、地域分類が不可能なもの。
・マイナスは貸付などの回収額が供与額を上回ったことを示す。
・※は「開発途上地域」指定国、［　　］は地域名を示す。
＊1　�（ASEAN合計）は、インドネシア、カンボジア、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオスを対象とした援

助額の合計。
＊2　�「東アジアの複数国向け」の実績には、DACの基準に基づく数値を使用しているため、ミャンマーを含む複数国向けの実績が含まれていない。
＊3　�「南西アジアの複数国向け」の実績には、DACの基準に基づく数値を使用しているため、アフガニスタンを含む複数国向け、およびミャン

マーを含む複数国向けの実績が含まれている。
＊4　�「アジアの複数国向け」の実績には、DACの基準に基づく数値を使用しているため、一部の中東地域を含む複数国向けの実績が含まれている。
＊5　�「欧州の複数国向け」の実績には、DACの基準に基づく数値を使用しているため、トルコを含む複数国向けの実績が含まれている。
＊6　�中東小計は、アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イラク、イラン、サウジアラビア、シリア、トルコ、バーレーン、［パレスチ

ナ］、ヨルダン、レバノンを対象とした援助額の合計。
＊7　�北アフリカ小計は、アルジェリア、エジプト、チュニジア、モロッコ、リビアを対象とした援助額の合計。
＊8　�「中東・北アフリカの複数国向け」の実績には、DACの基準に基づく数値を使用しているため、アフガニスタンを含む複数国向け、トルコを

含む複数国向け、および北アフリカとサブサハラ・アフリカにまたがる複数国向けの実績が含まれていない。
＊9　�「サブサハラ・アフリカの複数国向け」の実績には、DACの基準に基づく数値を使用しているため、一部北アフリカおよびサブサハラ・アフ

リカにまたがる複数国向けの実績が含まれている。
＊10　�国際機関等経由実績に債務救済実績を含む。
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